
様式第二号の九 (第人条の四の六関係 )

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令不日 6年 5月 29日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者

住 所  福岡県福岡市博多区祗園町2番 1号

氏 名  東急建設株式会社 九州支店

執行役員支店長 三嶋 昭

葎編舌番ザ許    0 9 2-28 2--6 1 1 0

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和 5年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。

事 業 場 の 名 称 東急建設株式会社 九州支店

事 業 場 の 所 在 地 福岡県福岡市博多区祗園町2番 1号

事 業 の 種 類 総合工事業

産業廃葉物処理計画における

計  画  期  間
令不日5年 4月 1日 令和 6年 3月 31日

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目 目標値 項 目 目標値

排    出   量 1, 224. 70t 全 処 理 委 託 量 1, 224 70t

自ら再生利用 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量
0.00t 優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
122.47t

自 ら熱 回 収 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量
0. 00t 再生利用業者への

処 理 委 託 量
1, 224. 70t

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量
0. 00t 認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
0.00t

自 ら埋 立 処 分 又 は

海洋投入処分を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

0.00t0. 00t

※事務処理欄
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :  廃プラスチック類  )

実績値

0.90 t

0.00 t

0.00 t

0.00 七

0.00 t

0.90 七

0.00 t

0.90 t

0.00 t

0.00 と

項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した
塁

③+⑨ 自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行つた量

⑩全処理委託量

⑭優 良認 定処理 業者 入 の処理

委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬ 熱 回 収 認 定 業 者 へ の 処 理

委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量

⑩の うち再生利用
業者への処理委託量

0.90∪

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.00
廻

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

0.00
廼

再生利用 した量
間処理 した後

0.00

処分 した量

自ら中間処理 した後
自ら埋立処分又は

0.00

直接及び 自ら
中間処理 した後の

処理委託量

0.90

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0.00
①

ら中間処理 した
後の残 さ量

0.00

自ら中間処理によ
り減量 した量

0.00

再生利用 した量

0.00

海洋投入処分 した量
又 は自 ら

0.00

自ら中間処理 した量

0.00

収回
量

熱

た

キリ
　
つ

う

行
の
を

④

0.00

償  物

排   出   量

0.90
①

要 物 等 発 生 量
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 混合廃棄物 (安定型のみ))

実績値

1.20 七

0.00 t

0.00 t

0.00 t

0,00 t

1.20 t

0.00 t

1.20 t

0.00 t

0,00 t

項 目

①排出量

②十③自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した
量

③十③自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行った量

③全処理委託量

③優良認定処理業者への処理

委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

③熱 回収認 定業者 へ の処理

委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収
を行 う業者への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

1.20∪

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.00
U

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

0.00
廼

直接及び 自ら

中間処理 した後の

処理委託量

1.20

⑩の うち優良認定
処理業者への

処理委託量

0.00
①

自ら中間処理 した後
再生利用 した量

0.00①

自ら中間処理 した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分 した量

0.00

自ら中間処理 した

後の残 さ量

0.00

自ら中間処理によ
り減量 した量

0.00

0.00

④のうち熱回収
を行つた量

0.00

自ら直接
再生利用 した量

0.00②

海洋投入処分 した量
又 はら

0.00

自ら中間処理 した量

償  物

排   出   量

1.20
①

不 要 物 等 発 生 量

（
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 木くず

実績値

2.20 t

0.00 t

0.00 t

0.00 1

0.00 t

2.20 t

0.00 t

2.20 t

0,00 t

0.00 t

項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した
量

③+③ 自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行った量

⑩全処理委託量

①優 艮認 定処理業者 へ の処理

委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬ 熱 回 収 認 定 業 者 へ の 処 理

委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

2.20∪

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.00
⑨

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

0.00
U

再生利用 した量

ら中

0.00

した

自ら中間処理 した後
自ら埋立処分又は

0.00

直接及び自ら
中間処理 した後の

処理委託量

2.20

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0,00
①

自ら中間処理 し
後の残さ量

0.00

自ら中間処理によ
り減量した量

0.00

再生利用 した量

0.00

海洋投入処分 した量

立処分又は自

0.00

自ら中間処理 した量

0.00

①のうち熱回収
を行つた量

0,00

償  物

排   出   量

2.20
①

不 要 物 等 発 生

（
韻
］
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(第 3面 )

備考

1

2

3

翌年度の 6月 30日 までに提出すること。

「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

第 2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①ん⑭の欄のそれぞれに、(1)か ら(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 章該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)③欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(■)①欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)⑬欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

第 2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第 2面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

※欄は記入しないこと。

4

5

6

7



様式第二号の九 (第人条の四の六関係)

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和  6年  5月 14日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者

住 所 長崎県西彼杵郡時津町浦郷274番 1

氏 名 時津町長 山 上 広 信

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番 号   095-882-2211

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和 4年度の産業廃棄物処
理計画の実施状況を報告します。

事 業 場 の 名 称 時津町 子々川浄水場

事 業 場 の 所 在 地 西彼杵郡時津町子々川郷 1740番 地

事 業 の 種 類 上水道

産業廃棄物処理計画における

計  画  期  間
令和 5年  4月  1日 令和 6年 3月 81日

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目 目標値 項 目 目標値

排   出   量 1210t 全 処 理 委 託 量 t

自ら再生利用 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量
t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t

自 ら熱 回 収 を 行 う

産 業 廃 棄 物 の 量
t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
290t

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量
920t 認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t

自 ら埋 立 処 分 又 は

海洋投入処分 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

認定熟回収業者 の -6.5116
熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

tt

※事務処理欄

(日 本工業規格 A列 4番 )



の (産業廃棄物の種類 :上水汚泥 )

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した

後の残さ量

18

自ら中間処理によ
り減量した量

1399

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

1580

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

排出量

1580①

不要物等発

実績値

1580

10

0

1399

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

○熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(第 3面 )

備考

1 翌年度の6月 30日 までに提出すること。

2 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

4 第 2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)か ら(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)◎欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)③欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売去,した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)⑬欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

5 第2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。                |
6 産業廃棄物の種類が2以上あるときは(産業廃棄物の種類ごとに、第2面の例により産業廃

乗物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 ※欄は記入しないこと。



様式第二号の九 (第人条の四の六関係)

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和 6年 5月 14日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者

住 所

氏 名

長崎県西彼杵郡時津町浦郷274番地1

時津町長  山 上 広 信

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 09卜882-2538(直通)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和 5年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。

事 業 場 の 名 称 時津浄化センター

事 業 場 の 所 在 地 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷 1441番 地

事 業 の 種 類 下水処理場

産業廃棄物処理計画における

計  画  期  間
令不日5年 4月 1日 令不日6年-3月 31日

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目 目標値 項 目 目標値

り信   出   量 189, 587 t 全 処 理 委 託 量 t

自ら再生利用 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量
t

優良認定処理業者入の

処 理 委 託 量
t

自 ら熱 回 収 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量
t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
1, 800 t

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量
187, 737 t 認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

自 ら埋 立 処 分 又 は

海洋投入 処分 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

予…6:
t

※事務処理欄

(日 本工業規格 A列 4番 )



(産業廃棄物の種類 :汚泥 )

*Ⅱ -2

*Ⅱ -6

*Ⅱ -6

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

(1:j).

自ら中間処理した

後の残さ量

1,978

175,883

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

177,861

⑤

④のうち熱回収
を行つた量

*Ⅱ -5

*Ⅱ -4*Ⅱ -2

有償物量

排出量

177,861①

不要物等発生

一
一
⊇

・

0

1751883

実績値

177.861

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

〇熱回収認定業者への処理
委託量

〇熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理

委託量

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

（
第

２
面

）



(第 3面 )

備考

1 翌年度の6月 30日 までに提出すること。

2 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 「産業廃棄物処理計画における日標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

4 第 2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)か ら(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の 量のうち(熱回収を行った量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の 量から(6)の量を差し引いた量

(8)③欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄 (10)の量のうち(優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第 6条の■第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)⑬オ「束](10)の量のうち、認定熱回収施設設晋L者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者への

焼却処理委託量

5 第 2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

6 産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第 2面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 ※欄は記入しないこと。



様式第二号の九(第八条の四の六関係)

(第１面)

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和 6年 6月 18日

長崎県知事  大石 賢吾 殿

提出者 〒850-8685

住 所 長崎市魚の町4-1

氏 名 長崎市上下水道事業管理者

上下水道局長 片江 伸一郎

（担当：浄水課浄水施設係 TEL 095-829-1213）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和 5年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。

事 業 場 の 名 称 道ノ尾浄水場

事 業 場 の 所 在 地 西彼杵郡長与町高田郷38番地

事 業 の 種 類 水道事業

産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間
令和5年 4月 ～ 令和6年 3月

産業廃棄物処理計画における目標値

項目 目標値 項目 目標値

排 出 量 1,580ｔ 全 処 理 委 託 量 90ｔ

自ら再生利用を行う

産 業 廃 棄 物 の 量
0ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
0ｔ

自ら熱回収を 行 う

産 業 廃 棄 物 の 量
0ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量
90ｔ

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量
1,490ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
0ｔ

自ら埋立処分 又 は

海洋投入処分を行う

産 業 廃 棄 物 の 量

0ｔ

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

0ｔ

※事務処理欄

(日本工業規格 Ａ列４番)



② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

t

1,407.00 t

自ら中間処理により
減量した量

1,407.00

t

自ら中間処理した
後の残さ量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 89.00 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

t

t

t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

89.00 t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

89.00

不要物等発生量

排出量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

t

実績値

t1,496.00

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

t89.00

t

t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ：

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

1,496.00

1,496.00

t

自ら中間処理
した量

汚泥（浄水）

有償物量

自ら中間処理した後
再生利用した量

t

自ら直接
再生利用した量

（

第
２
面
）

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

t

④のうち熱回収
を行った量

89.00



(第３面)

備考

１ 翌年度の6月30日までに提出すること。

２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

３ 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

４ 第２面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。

(1) ①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量

(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量

(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

６ 産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

７ ※欄は記入しないこと。

【添付資料】



様式第二号の九 (第八条の四の六関係 )

(第  司 面)

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和 6年  6月 28日

長崎県矢□事 大石 賢吾 殿

提出者

住所 長崎市玉園町2番37号

氏名 株式会社長崎西部建設

代表取締役 岩本 隆宏

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 095-822-8501

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和5年度の産業廃棄物

処理計画の実施状況を報告します。

事 業 場 の 名 称 株式会社 長崎西部建設

事 業 場 の 所 在 地 長崎市 玉園町2番37号

⌒

事 業 の 種 類 06 総合工事業

6128

産業廃棄物処理計画におけ

る  計  画  期  間
令和5年 4月 1日～令和6年 3月 31日

産 柔 l発栞 !

項 目 目標値 項 目 目標値

|,' 出
鼠
塁 336.9t 全 処 理 委 託 量 336.9t

自 ら 再 生 利 用 を 行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託  量

61.Ot

自 ら 熱 回 収 を 行 う

産 業 廃 棄 物 の 量
t

再 生 利 用 業 者 へ の

処  理 委 託  量
336.9t

目 ら 甲 間 処 埋 Iこ よ rジ 屈 重

す         る

産 業 廃 棄 物 の 量
t

認定熱回収業者への処
理  委  託  量

目 ら理豆処ガ 叉ほ麗渾段

入 処 分  を 行  う

産 業 廃 棄 物 の 量

t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への
処  理  委  託  量

t

※事務処理欄



計画の実施状況 (産 業 廃 棄 物 の 種 類 コンクリー ト塊 )

令不口6年  6月  28日
長崎県知事 大石 費吾 殿

不要物等発生量

t⑭
     。.00

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

92,00 t
⑫

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t
⑬
     O,00

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託豊

⑩のうちl憂 良認定
処理業者への
処理委託量

t
⑪  61.00

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

③
     0 00

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

t
電り
    153.00

自ら中間
再生利

処理 した後

用 した量

0.00 t
⑥

0.00

自ら中間処理により
減量した量

0.00 t

自ら中間処理した
後の残さ量

山ら,上核州!立処分処分

又は lⅢナ洋投人処分 した 粒

t
③
     O.00

自ら中間処理
した量

④
     O.00

④のうち熱回収
を行った量

⑤
     O.。。

自ら直接
再生利用した量

0 00 t
②

有償物量

排出量

①
153.00     t

実績値

153 00  t

t

0 00  t

0.00   t

t

153.00   t

61 00  t

92 00   t

0.00  t

0.00   t

項 目

①排出量

②十⑥自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した量

③+
処分

⑨自ら埋立処分又は海岸投入
を行つた量

⑩全処理委託量

③優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

④熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熟回収を
行う業者への処理委託量

（
第

２
面
）



計画の実施状況 (産 業 廃 棄 物 の 種 類 アスファル ト塊 )

6年  6月  28日
県知事 大石 賢吾 殿

不要物等発生量

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

9
3.00      t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩

①のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

⑭

自ら中間処理 した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

t

直接及び自ら

中間処理 した後の

処理委託量

t
Q)     3 00

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0,00 t
①

自ら中間処理した後
再生利用した量

t
⑥

自ら中間処理 した
後の残さ量

t
⑥

自ら中間処理により
減量した量

自ら中間処理
した量

①のうち熟回収
を行つた量

t
⑤

自ら直接
再生利用した量

t
②

ドらドに接川と立処分処分
又はィFμl洋投人処分した ll

有償物量

排出量

3 00 t
①

実績値

3 00  t

t

t

t

t

3 00  t

0.00  t

3 00  t

t

t

項 目

①排出量

②十⑥自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

〇自ら中間処理により減量した量

③+③ 自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への処理委託壕

②再生利用業者への処理委託量

①熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

（
第

２
面
）



計画の実施状況 (産 業 廃 棄 物 の 種 類 ガラス・陶磁器くず )

6年 6月  28日
大石 賢吾 殿

不要物等発生量

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

3.90 t
⑫

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t
⑩

③のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

t⑭

③
0 00      t

自ら中間処理 した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

t

直接及び自ら
中間処理 した後の

処理委託量

⑩  3.90

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理 した後
再生利用した量

t
⑥

自ら中間処理により
減量した量

自ら中間処理 した
後の残さ量

t
⑥

白らド1接川!立 処分処分
又f主海洋投入tt分 した上士

自ら中間処理
した量

④

④のうち熱回収
を行つた量

t
⑥

自ら直接
再生利用した量

t
②

有償物量

手」信出量

t
①
     3.90

実績値

3 90  t

t

t

t

t

3.90  t

0,00  t

3.90  t

t

t

項 目

①排出量

②+① 自ら再生利用を行つた量

⑥自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した量

③+③ 自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行つた量

⑩全処理委託量

③優良認定処理業者への処理委託聾

⑫再生利用業者への処理委託量

③熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

（
第

２
面
）



計画の実施状況 (産 業 廃 棄 物 の 種 類 建設木材 )

6年  6月  28日
県知事 大石 賢吾 殿

不要物等発生量

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

⑭
    177.00     t

①のう
業者へ

ち熱回収認定
の処理委託量

⑭

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

⑭

0.00 t
1じ

自ら中間処理 した後
自ら坦立処分又は

海洋投入処分した量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

電剪
     177.00

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理 した後
再生利用した量

t
⑧

自ら中間処理により
減量 した量

自ら中間処理 した

後の残 さ量

t
③

ド|ら いi按 ll立処分処分
又は海洋投入処分した駐

t
③

自ら中間処理
した量

④

④のうち熱回収
を行つた量

t
⑤

自ら直接
再生利用した量

t
②

有償物量

排出量

①
177.00     t

実績値

177 00   t

t

t

t

t

177 00  t

0.00  t

177.00  t

t

t

項 目

①排出量

②十⑥自ら再生利用を行つた量

⑥自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した量

③十③自らナ里立処分又は海洋投入
処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への処理委託査

②再生利用業者への処理委託量

③熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

（
第

２
面
）



(第 3 面)

備者

1

2

3

4

翌年度の6月30日までに提出すること。

「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に

記勃した目標値を記入すること。

第2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～①の欄のそれぞれに、 (1)ズ〕`ら

(14)に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせす直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の量のうち、熱回斗又を行つた量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)①欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
令第6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)①欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)①欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者ヘ

の
焼却処理委託量

5 第2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を

記入すること。

6 産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第2面の例により産業

廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 ※欄は記入しないこと。



様式第二号の九 (第人条の四の六関係)

(第 1面 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和 4年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

提 r甲要者

2024年  4月 26日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

住 所 長崎市戸町五丁目ι牛2を,υ2

氏 忘 長崎中央生コン株司残れ

代表取締役  野碑イ宇

電言舌番号    095-898-4061

事 業 場 の 名 称 長崎中央生コン株式会社 諌早工場

謀早市津久票町5番地143事 業 場 の 所 在 地

事 業 の 種 類 21窯業・土石製品製造業

産業廃棄物処理計画における

計  画  期  間
令和 5年 4月 1日 ～令和 6年 8月 31日

目標値

3,510t

2,000t 500t

1010tt

tt

tt

項 目

排   出   量 全 処 理 委 託 量

目標値

1,510t

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目

自ら再生利用を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら埋 立 処 分 又 は

海洋投入処分を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら熱 回 収 を行 う

産 業 廃 乗 物 の 量

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 葉 物 の 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者今の

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

-6151-2

※事務処理欄

(日 本産業規格 A



計画 の冥施状 況 (産業廃棄物の種類 :コンクリートくず   )

実績値

2665t

1855t

Ot

Ot

Ot

810t

315t

310t

Ot

Ot

項 目

①排出量

②+⑥
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0⑭

810

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

810

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

315廼

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

自ら中間処理した
後の残さ量

0

自ら中間処理によ

り減量した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0③

自ら中間処理
した量

0

④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら直接
再生利用した量

1,855②

排出量

2,665①

有償物量

不要物等発生量

（
第

２
面

）



施状況の (産業廃棄物の種類:混合 (安定型のみ))

実績値

1190t

Ot

Ot

Ot

Ot

1190t

Ot

1190t

Ot

Ot

項 目

①排出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③十③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理

委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0

11.90

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0①

0

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

11.90t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

0

自ら中間処理によ

り減量した量

0

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

0③

自ら中間処理
した量

0

0

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

0②

排出量

11.90t①

有償物量

不要物等発生量

（
第

２
面

）



i列元[ (産業廃棄物の種類 :木くず )

実績値

120t

Ot

Ot

Ot

Ot

120t

Ot

120t

Ot

Ot

項 目

①排出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理
委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

1.20t⑭

0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0廼

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

1.20t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

自ら中間処理した
後の残さ量

0

自ら中間処理によ
り減量した量

0

自ら中間処理
した量

0

④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら直接
再生利用した量

0②

0

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量排出量

1.20t①

有償物量

不要物等発生量

（
第

２
面

）



(第 3面 )

備考

1

2

8

翌年度の6月 30日 までに提出すること。

「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

第 2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)か ら(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)③欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売去「した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)⑬欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼去口処理委託量

第 2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

産業廃棄物の種類が 2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第 2面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

※欄は記入しないこと。

4

5

6

7



様式第二号の九 (第人条の四の六関係 )

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和6年 5月  27日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者

住所 長崎県諌早市栄田町21-22

氏名 長崎ブロイラー産業株式会社

代表取締役 池松 和彦

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 0957-25-1400

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和 5年度の産業廃棄物

処理計画の実施状況を報告 します。

事 業 場 の 名 称 長崎ブロイラー産業株式会社

事 業 場 の 所 在 地 長崎県諌早市栄田町21-22

事 業 の 種 類 09 食料品製造業

産業廃棄物処理計画 に
お け る 計 画 期 間

令和5年4月 1日 令和6年 3月 31日

産 夢

をくE 目標値 項 目 目標値

排   出   量 16115.5t 全処理委託量 2,115。 5 t

自ら再生利用を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量
t

優良認定処理業者ヘ

の処理委託量
t

自 ら熱 回収 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量
t

再生不可用業者への

処理委託量
2,100 t

自ら中間処理により
減  量  す  る

産 業 廃 棄 物 の 量

14,000 t
認定熱回収業者への

処理委託量
t

自ら埋立処分又 は海
洋 投 入 処 分 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行 う業者
への処理委託量

t

※事務処理欄

イII

…Fir!:i,Iヽ 1:!

(日 本工業規格 A列



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :汚泥 )(単位 it)

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑩全処理委託量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

⑤自ら熱回収を行つた量

②+③
自ら再生利用を行つた量

①排出量

項 目

151525

0

0

163495

実績値

不要物等発生

有償物量

排出量

16349.5

② 0

自ら直接
再生利用した量

0

④のうち熱回収
を行つた量

16340.5

自ら中間処理
した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

15152.5

自ら中間処理によ
り減量した量

1188

自ら中間処理した

後の残さ量

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

①のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

（
第

２
面

）



の 冦 (産業廃棄物の種類 :廃アルカリ )(単位 :t)

不要物等発生

1386①

排出量

有償物量

自ら直接
再生利用した量

0

自ら中間処理
した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

② 0

0

④のうち熱回収
を行つた量

⑦ 0

自ら中間処理によ

り減量した量

0

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

③ 0

自ら直接処理した後
再生利用した量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量
⑩のうち熱回収認定

業者以外の
熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

、々

ラ

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理

委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑩全処理委託量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

⑤自ら熱回収を行つた量

②十⑤
自ら再生利用を行つた量

①排出量

項 目

0

0

0

1386

実績値

（
第

２
面

）



の (産業廃棄物の種類:廃プラステック   )(単 位 :t)

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑩全処理委託量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

⑤自ら熱回収を行つた量

②十③
自ら再生利用を行つた量

①排出量

項 目

0

0

0

5775

実績値

不要物等発

有償物量

5.775

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0

自ら直接
再生利用した量

④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら中間処理
した量

0 0

自ら中間処理によ

り減量した量

0

自ら中間処理した

後の残さ量

③ 0

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

（
第

２
面

）



計 画 の冥万て (産業廃棄物の種類:木くず )(単位 :t)

②+③
自ら再生利用を行つた量

①排出量

項 目

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑩全処理委託量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

⑤自ら熱回収を行つた量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

0

5225

実績値

0

0

「
 ′ ↑●

不要物等発

有償物量

排出量

5.225

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

② 0

自ら直接
再生利用した量

④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら中間処理
した量

0

自ら中間処理した

後の残さ量

0

自ら中間処理によ
り減量した量

③ 0

自ら直接処理した後

再生利用した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

iイ 11

（
第

２
面

）



の (産業廃棄物の種類 :金属くず )(単位 :t)

不要物等発生

11.387①

排出量

有償物量

0

自ら中間処理
した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

② 0

自ら直接
再生利用した量

0

④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら中間処理によ

り減量した量

0

自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

③ 0

自ら直接処理した後
再生利用した量

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

項 目

⑩全処理委託量

③十③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

⑤自ら熱回収を行つた量

②+③
自ら再生利用を行つた量

①排出量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

0

0

0

11.387

実績値

（
第

２
面

）



の 兄 (産業廃棄物の種類 : ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず )(単位 :t)

不要物等発生量

有償物量

排出量

1.516

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

② 0

自ら直接
再生利用した量

0

④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら中間処理
した量

0

自ら中間処理によ
り減量した量

0

自ら中間処理した
後の残さ量

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量
①のうち熱回収認定

業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理

委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑩全処理委託量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

⑤自ら熱回収を行つた量

②キ③
自ら再生利用を行つた量

①排出量

項 目

0

0

1516

実績値

（
第

２
面

）



画 の (産業廃棄物の種類:動植物性残さ )(単位 it)

不要物等発生

有償物量

排出量

8.3

② 0

自ら直接
再生利用した量

0

自ら中間処理
した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

④のうち熱回収
を行つた量

⑦ 0

自ら中間処理によ
り減量した量

0

自ら中間処理した

後の残さ量

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

①のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑩全処理委託量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

⑤自ら熱回収を行つた量

②+③
自ら再生利用を行つた量

①排出量

項 目

0

0

0

83

実績値

（
第

２
面

）









































様式第二号の九（第八条の四の六関係）
（第１面）

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

年 6 月 20 日

殿

　提出者
住　所
氏　名
　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 0957-22-1343

年度の産業
廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

  産業廃棄物処理計画における目標値

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

　　※事務処理欄

（日本工業規格　Ａ列４番）

長崎県知事　大石　賢吾

項目 項目目標値 目標値

日本フードパッカー株式会社　諫早工場

長崎県諫早市幸町79番23号

食品製造業

2023年4月1日～2024年3月31日
産業廃棄物処理計画における
計 画 期 間

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

事 業 の 種 類

2023

工場長 宮ノ原　裕史

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量

排 出 量 全 処 理 委 託 量

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

2,577

2024

854-0022　長崎県諫早市幸町79-23
日本フードパッカー株式会社　諌早工場

 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、

30

2,577

2,072

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

認 定 熱 回 収 業 者 以 外 の
熱 回 収 を 行 う 業 者 へ の
処 理 委 託 量



別添1

廃棄物処理施設で委託処理
　　　　◇再生利用目的

使用器具等の故障等 廃棄物処理施設で委託処理
により発生 　　　　◇再生利用目的

生産工程で発生する 廃棄物処理施設で委託処理
汚水を処理し発生 　　　　◇再生利用目的

廃棄物処理施設で委託処理
　　　　◇再生利用目的

廃棄物処理施設で委託処理
　　　　◇再生利用目的

廃棄物処理施設で委託処理
　　　　◇焼却後管理型埋め立て

廃棄物処理施設で委託処理
　　　　◇焼却後管理型埋め立て

生産工程で発生する 廃棄物処理施設で委託処理
汚水を処理し発生 　　　　◇焼却後管理型埋め立て

別添2

■廃棄物担当
■処理計画作成担当

生産工程で発生

リサイクル可

リサイクル可

リサイクル可

リサイクル可

リサイクル不可

リサイクル可

生産工程で不要品発生

動物の糞尿

生産工程で発生

生産工程で発生

リサイクル不可

総務部

製造部

設備管理課

産業廃棄物処理工程

産業廃棄物の処理に係る管理体制

動物系固形不要物

廃プラ(軍手・フィルムクズ等）

工場長

廃プラスチック類

金属くず

汚泥

汚泥(動物の糞尿）

廃アルカリ

汚泥（無機性）

リサイクル不可



様式第二号の九（第八条の四の六関係）
（第１面）

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和 6年 6   月 13 日
都道府県知事　　　　　　　　　　

     （市長） 大石　賢吾 殿

　提出者 日本フードパッカー㈱川棚工場
住　所 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷39
氏　名 工場長　　　稲田　拓哉
　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 （0956）82-4515

令和 5年度の産業
廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

  産業廃棄物処理計画における目標値

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

　　※事務処理欄

（日本工業規格　Ａ列４番）

66.10

2102.765

2035.465

 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

認 定 熱 回 収 業 者 以 外 の
熱 回 収 を 行 う 業 者 へ の
処 理 委 託 量

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量

排 出 量 全 処 理 委 託 量

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

2102.765

項目 項目目標値 目標値

日本フードパッカー株式会社　川棚工場

長崎県東彼杵郡川棚町百津郷39

食料品製造業

令和5年4月1日から令和6年3月31日
産業廃棄物処理計画における
計 画 期 間

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

事 業 の 種 類



様式第二号の九 (第人条の四の六関係 )

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和6年  5月  31日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者
住 所
氏 名

本田建設株式会社
長崎県島原市有明町大三東戊705

代表取締役 本田 悦弘

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

電話番号 0957-68-0171

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、

廃棄物処理計画の実施状況を報告します。
令和5年度の産業

事 業 場 の 名 称 本田建設株式会社

事 業 場 の 所 在 地 長崎県島原市有明町大三東戊705

事 業 の 種 類 06:総合工事業

産業廃棄物処理計画における

計   画   期   間
令和5年4月 1日 ～令和6年3月 31日

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目 目標値 項 目 目標値

排    出   量 1,898t 全 処 理 委 託 量 1,898t

自
産

ら再 生 利 用 を 行 う
t

優 良認 定処理業者 へ の

処  理  委  託  量
t

業 廃 棄 物 の

自 ら 熱 回 収 を 行 う
t

再 生 利 用 業 者 へ の

処  理  委  託  量
1,898t

産 業 廃 棄 物 の

自ら中間処理により減量する
t

認 定 熱 回 収 業 者 へ の
t

産 業 廃 棄 物 の 理 委 託 量

収 業 以 外 の

海 洋 投 入 処 分 を 行 う t 熱 回 収 を 行 う業 者 へ の t

処 理 委 託の

※事務処理欄

島:li‐ i:i毛

(日 本産業規格

盗



(産業廃棄物の種類 :コンクリート塊   )

①のうち再生利用
業者への処理委託量

842.8
∪

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

⑨

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

⑫

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

③

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

排出量

342.8
①

実績値

842.8

0

0

0

0

842.8

項 目

①排出量

②十③
自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



巨状 況 ( 産業廃棄物の種類 :アスファルト・コンクリート塊 )

①のうち再生利用
業者への処理委託量

1496.1⑭

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

③

排出量

1496。 1
①

有償物量

実績値

1496.1

0

0

0

0

1496.1

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(産業廃棄物の種類 :建設発生木材   )

①のうち再生利用
業者への処理委託量

54.7
⑫

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

③

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

排出量

54,7
①

不要物

実績値

54.7

0

0

0

0

54.7

項 目

③排出量

②十③
自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

③優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



( 産業廃棄物の種類 :建設汚泥 )

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

5.5⑭

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理

した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

③

排出量

5.5
①

有償物量

不要物等発生量

実績値

5.5

0

0

0

0

5.5

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

③優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

③熱回収認定業者への処理
委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面



(第3面 )

備考

1

2

3

4

6

5

7

翌年度の6月 30日 までに提出すること。

「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項 目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載した目標
値を記入すること。

第2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～①の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量
を記入すること。

(1)①欄  当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量

(6)⑥欄  自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の量から(6)の 量を差し引いた量

(8)③欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)⑩欄  中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄  (10)の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第6条のH第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄  (10)の 量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)⑬欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄 (10)の 量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への
焼却処理委託量

第2面の左下の表には、項目ごと|こ、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入するこ
と。

産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第2面の例により産業廃棄物処理
計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

※欄は記入しないこと。



様式第二号の九 (第八条の四の六関係)

(第 1面 )

提出者

住 所 長崎県平戸市生月町芝部浦67-1

氏 名 増山建設腑 代表取締役 増山富博

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

目巨言舌番手許  o950-53-0522

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和 5年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

長崎県知事 大石 賢吾 殿

2024年  5月  29日

増山建設株式会社事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地 長崎県平戸市生月町壱部浦67-1

事 業 の 種 類 D-06 総合工事業

2023年 4月 1日 ～2024年 3月 31日
産業廃棄物処理計画における

計  画  期  間

目標値目標値

5, 100t

5, 100t

t

tt

t

tt

tt

項 目

排   出   量 全 処 理 委 託 量

産業廃棄物処理計画における日標値

項 目

自ら再生利用 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら埋 立 処 分 又 は

海洋投入処分 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら熱 回 収 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

r蕊「※事務処理欄

ぞ
ヤ占〔心t卜 i

(日 本産業規格 A



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 )

実績値項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+③ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

②再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

①のうち再生利用
業者へ の似理委許量

⑫

⑩のうち熱回収認定
業 者 へ の伽 剰ヨ姦 評 量

⑬

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑭

自ら中間処理 した後

再生利用 した量

③

自ら中間処理 した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分 した量

⑨

直接及び 自ら

中間処理 した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

①

さの

自ら中間処理 した

自ら中間処理によ

し

⑦

自ら直接

②

自ら直接埋立処分又は

③

自ら中間処理

④

つ たを

④のうち熱回収

⑤

有 償 物 量

排   出  量

①

不要物等発生量

（消
Ю
引
）



(第 3面 )

備考

1 翌年度の 6月 30日 までに提出すること。

2 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

4 第2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)か ら(10

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

は)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(勧 ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

但)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(D⑤欄 他)の量のうち、熱回収を行った量

“

)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

係)⑦欄 他)の量から6)の量を差し引いた量

偲)①欄 俯)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

0)③欄 脩)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(1い ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄 (1い の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量

(1跡 ⑫欄 (l① の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(1勧 ①欄 (1い の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(10⑭欄 (l① の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

5 第2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

6 産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第2面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 ※欄は記入しないこと。



計 (産業廃棄物の種類 :コンクリート殻 )

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ

り減量した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

有償物量

排出量

1303.186

不要物等発生

実績値

1303.186

0

0

0

項 目

①排出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

④熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(産業廃棄物の種類 :アスコン殻 )

実績値

1036328

0

0

0

項 目

①排出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③十③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理
委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

に8)

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

有償物量

排出量

103.6328

不要物等発生量

（
第

２
面

）



配の (産業廃棄物の種類 :混合廃棄物 )

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ

り減量した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量排出量

62.582①

有償物量

不要物等発生量

実績値

62582

0

O

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③十③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(産業廃棄物の種類:木くず )

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

35.285①

有償物量

排出量

不要物等発生

実績値

35285

0

0

0

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

項 目

①蒻F出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

を.=二 tlII

（
第

２
面

）



 

 

様式第二号の九(第八条の四の六関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

令和６年 ６月１８日 

 

長崎県知事 大石 賢吾 殿 

 

提出者                   

住 所 長崎市興善町4-8第10森谷ビル3階  

氏 名 松尾建設株式会社 長崎支      

支店長 牛島直樹         

電話番号 095-826-7191           

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和５年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。 

事 業 場 の 名 称 松尾建設株式会社 長崎支店 

事 業 場 の 所 在 地 長崎市興善4-8 

事 業 の 種 類 Ｄ０６ 総合工事業 

産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間 
令和５年 ４月 １日 ～ 令和６年 ３月３１日 

産業廃棄物処理計画における目標値 

 

項目 目標値 項目 目標値 

排 出 量 2749.0ｔ 全 処 理 委 託 量 2219.0ｔ 

自ら再生利用を行う 

産 業 廃 棄 物 の 量 
530.0ｔ 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
731.0ｔ 

自ら熱回収を行う 

産 業 廃 棄 物 の 量 
0ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
2116.0ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産 業 廃 棄 物 の 量 
0ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
0ｔ 

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う 

産 業 廃 棄 物 の 量 

0ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

0ｔ 

※事務処理欄   

(日本産業規格 Ａ列４番) 

 



 

 

(第２面) 
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②
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又
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(第３面) 

備考 

１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 

２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

３ 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。 

４ 第２面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。 

(1) ①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量 

(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 

(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 

(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量 

(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 

(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  

(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 

(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 

(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量 

(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 

(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量 

(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量 

５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。 

 ６ 産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 



（ コンクリート片 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

⑩全処理委託量 1088.776

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

94.276

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0

⑫再生利用業者への処理
委託量

1088.776

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

0

⑤自ら熱回収を行った量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0

項目 実績値

①排出量 1088.776

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0

1088.776

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

94.276

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

1088.776

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0

0

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0 0 0

④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量

0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

1088.776 0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理

した量
自ら中間処理した

後の残さ量
（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量



（ 廃アスファルト ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

399.22 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

399.22
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 399.22 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収

を行った量
自ら中間処理によ

り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 399.22 399.22

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

2.22 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

399.22 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

2.22
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ その他がれき類 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

6.364 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

1.036
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 6.364 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収

を行った量
自ら中間処理によ

り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 6.364 6.364

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

6.364 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

1.036 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

6.364
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ 廃プラスチック類 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

18.55 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

18.55
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 18.55 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収

を行った量
自ら中間処理によ

り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 18.55 18.55

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

18.55 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

18.55 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

18.55
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ 金属くず ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

1.13 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

1.13
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 1.13 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収

を行った量
自ら中間処理によ

り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 1.13 1.13

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

1.13 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

1.13 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

1.13
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ 建設混合廃棄物 (安定型)） ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

1.56 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 1.56 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収

を行った量
自ら中間処理によ

り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 1.56 1.56

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

1.56 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

0 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

1.56
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ 汚泥 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

895.4 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

895.4
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 895.4 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収

を行った量
自ら中間処理によ

り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 895.4 895.4

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

895.4 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

895.4 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

895.4
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ 紙くず ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.27 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.27
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 0.27 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収

を行った量
自ら中間処理によ

り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 0.27 0.27

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0.27 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

0.27 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

0.27
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ 木くず ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

118.58 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

118.5
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 118.58 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収

を行った量
自ら中間処理によ

り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 118.58 118.58

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

52.03 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

118.5 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

52.03
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ 廃石膏ボード ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

16.5 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

16.5
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 16.5 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収

を行った量
自ら中間処理によ

り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 16.5 16.5

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

16.5 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

16.5 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

16.5
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ 建設混合廃棄物 (管理型)） ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

77.22 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

16.64
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 77.22 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収

を行った量
自ら中間処理によ

り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 77.22 77.22

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

77.22 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

16.64 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

77.22
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ 廃油 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.34 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 0.34 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収

を行った量
自ら中間処理によ

り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 0.34 0.34

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0.34 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

0 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

0.34
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



様式第二号の九 (第人条の四の六関係 )

(第 1面)

住 所 佐世保市天満町4番 25号

氏 名 酬山口組 代表取締役 前田秀樹

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

電話番号  (0956)23-1141

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、2023年度の産業廃棄物処理

計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和6年6月 10日

提出者

長崎県知事 大石 賢吾 殿

株式会社 山口組事 業 場 の 名 称

長崎県佐世保市天満町4番 25号事 業 場 の 所 在 地

総合工事業事 業 の 種 類

令不日5年 4月 1日 ～令和 6年 3月 31日産業廃棄物処理計画における

計  画  期  間

目標値

9,000t

Ot2,000t

7,000tOt

OtOt

OtOt

項 目

排   出   量 全 処 理 委 託 量

目標値

7,000t

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目

処

自ら再生利用を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら理 立 処 分 又 は

海洋投入処分 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら熱 回収 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

認定熟回収業者以外の

熱回収を行う業者への

託 量

※事務処理欄

G 6 T 3
(日 本工業規格 A列 4番 )



施状況(県 )の (産業廃棄物の種類 : がれき類 )

実績値

7,060.55

2,590.00

0

2,590.00

0

4,470.55

0

4,470.55

0

0

項 目

①排出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③十③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

4,470.55

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0①

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0

①のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

0ё

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

4,470.55

自ら直接処理した後
再生利用した量

1,390.00③

自ら中間処理によ
り減量した量

2,590.00

自ら中間処理した
後の残さ量

02,590.00

自ら中間処理

した量

④のうち熱回収
を行つた量

0

0

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0③7,060.55

排出量

有償物量

不要物等発

（
第

２
面

）



(第 3面 )

備考

1 翌年度の 6月 30日 までに提出すること。

2 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

4 第 2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)か ら(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行つた量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)③欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売去「した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第 6条の11第 2号に該当する者)への処理萎託量

(12)⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)⑬欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者への

焼却処理委託量

5 第 2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

6 産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第 2面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 ※欄は記入しないこと。
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